
平成 29 年 4 月改定 

高齢者自立支援住宅改修費の助成について 

 この制度は、ご自宅で生活をされている６５歳以上の方に、安全で快適な生

活を送っていただくために、住宅の不都合な部分を改修し、生活しやすい住環

境を整えていただくことを目的としています。 

このため、この制度の対象となる方、適用される改修の種類は限定されてい

ます。 

住宅のリフォームや住宅の新築及び設備の移設（築）、増改築を伴う工事は対

象となりませんので、ご注意ください。 

１ 対象となる方 

 次の①から④までのすべてに該当する方が利用できます。 

 ① 飾区民であること 

 ② ６５歳以上であること 

 ③ ご自宅での生活をしていること 

 入院等により、ご自宅で生活をされていない方は、

対象となりませんが、入院中であっても、退院の目

途がたっている方はご相談ください。 

④ 事業対象者のうち運動機能が低下している方及びこれに準ずる方。 

   ※判定は各高齢者総合相談センターが行います。 

⑤ 要支援以上の介護認定を受けていないこと 

 要支援以上の介護認定を受けている方は、ご利用いただける制度が異な

ります。窓口にお問い合わせください。 

２ 対象となる住宅改修の内容 

この制度が適用される改修の種類は、次の①から⑥までに限定されていま

す。いずれも転倒防止や身体への負担軽減のための改修工事です。 

① 階段、廊下などへの「手すり」の取付け    

 ② 部屋と廊下などの「段差の解消」 

 ③ 階段、廊下などの「滑りの防止、移動の円 

滑化等のための床材の変更」 

 ④ 「引き戸等への扉の取替え」 

 ⑤ 和式便器から洋式便器への「便器の洋式化」 

 ⑥ その他これらの工事に付帯して必要な工事 

 上記①から⑤までの改修を行ううえで必要となる工事も助成の対

象となります。 
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３ 対象となる工事限度額 

 ① ２０万円を限度としています。 

 ② 費用の１割は自己負担になります（生活保護を受けている方は自己負担

なし）。 

   また、限度額（２０万円）を超えた額も自己負担となります。 

 例１）手すりの設置に１９９，５００円の費用がかかった場合 

     自己負担は、工事費の１割（１９，９５０円）となります。 

     助成額は、工事費の９割（１７９，５５０円）となります。 

 例２）便器の洋式化に２３１，０００円の費用がかかった場合 

      自己負担は、助成限度額の１割（２０，０００円）と限度額を超

過した額の（３１，０００円）を合算した額（５１，０００円）と

なります。 

      助成額は、自己負担額を差し引いた額（１８０，０００円）とな

ります。 

４ 手続き 

   改修工事を行う前に、最寄りの高齢者総合相談センター又は高齢者支援

課在宅サービス係にご連絡ください。住宅の現況と利用される方の生活状

況などを事前に確認させていただきます。 

改修工事に入ってから、又は、改修工事が終了 

してからの申請は一切お受けできません。区の決定ま

で着工しないで下さい。 

また、改修工事を行う工務店などは、飾区と 

「協定」を取り交わしている施行業者に限られて 

いますので、ご注意ください。 

５ 手続きに必要な書類 

 ① 高齢者等福祉サービス申請書 

 ② 高齢者自立支援住宅改修費・ 

住宅設備改修費申請書添付書類 

 ③ 工事見積書 

 ④ 図面（工事前と後の平面図・立体図） 

 ⑤ 現況の写真（日付入のもの） 

⑥ 生活自立度調査票または住宅改修理由書 

⑦ 基本チェックリスト 
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６ 助成の決定 

   助成が決定したとき、飾区は申請者の方に「決定通知」、「交付券」、「内

訳書」、「完了届」を、施行業者には「委託通知書」、「委任状」をお渡しし

ます。この書類は、改修工事費の助成を受けるために必要なものですので、

大切に保管してください。 

７ 改修工事の完了 

   改修工事が終わったら、「完了届」を高齢者総合相談センター職員に提出

していただきます。 

   また、自己負担額を施行業者にお支払いいただくときに、決定の際にお

渡しした「交付券」及び施工業者から渡される「委任状」に記入、捺印の

うえ、２点を施行業者に提出してください。 

８ 助成決定の取り消し 

   次のような場合、飾区は助成の一部または全部を取り消しします。ま

た、既に助成金を受け取っていた場合はお返しいただきます。 

 ① 事前に届け出た工事計画を変更したとき。 

 ② 偽り、その他不正な手段により助成を受けたとき。 

 ③ 助成の決定内容や区長の指示に違反したとき。 

 ④ 飾区民でなくなったとき（死亡・行方不明も含みます）。 

 ⑤ 入院、施設への入所等により、ご自宅での生活ができなくなったとき。 

⑥ 介護保険の認定を受けたとき。 

９ その他の注意事項 

   ご自宅が個人所有ではない場合（都営・区営住宅、公団アパート、民間

のアパート・借家など）、工事前に家主・管理者の承認が必要となります。 

   都営・区営住宅や公団では、定められた書式がありますので、お申し出

ください。  


